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要約 

 諸問題解決に向けた問題毎行動や連携行動への強力な支援には、社会全体の見識良識を構成する基礎力(社会的基礎

土壌と称す)の醸成が必要として、これが問題対処のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞとなる市民側の活力を増強すると考えた。ここでは、社

会的基礎土壌を(市民や市民社会の)足元からの運動で構成されるとして、その根幹をなすｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲと街づくり

に着目し、基礎土壌の骨格を明らかにした。 

 

社会的基礎土壌 ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ    市民主導  街づくり 

Social foundation  Comunity of Communication Citizen centric Town Planing 

   

 

【０】．概要 

1．目的 

今の社会には成熟に向けて充実しているかのようなﾑｰ

ﾄﾞが根底にあり、市民は幸福をめざして社会生活を楽し

んでいるかの様がまことしやかとなっているが、実際は

そのようなことはなく、市民は生活苦や各種の災害にさ

らされており、市民の憤懣やるかたなさは相当なものと

いえよう。 

こうした諸問題に対処して市民がより良き生活が営め

るように、社会をどうつくっていくかが当然ながら最大

課題となっている。 

では、我らはどう対処するのか(すべきか)。確かに問

題は(今後を含め)山済みであるだけに、問題の特質を含

めて方法としては二つを考えたい。ひとつは、各種問題

ごとへに対処することでり、今一つは各種問題に対処で

きるﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを充実させることである。もともと各種

問題の根っこは共通であり、社会に巣くっているだけに、

諸問題の個別対応の場合にも関連する問題との連携があ

り、その意味ではﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞへの対応は諸問題対社会全

体ともいえ、社会全体の総力対応にもつながる。 

また、ここでいうﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞは社会における教養、意

識、知性･感性などで構成される個(個人)からの多様性を

も含めた総体と考え、もともとはﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂを超えた人間

環境の意思の表体･総体としている。 

本稿では、上記の考えで、世の中の基礎度胸を醸成し

ていくことが目的である。目的の遂行にあたっては、ま

ずは、本稿の考えの詳細として社会的基礎土壌の全貌と

その在り方を扱い、次いで基礎的土壌づくりはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ

のｺﾐﾕﾆﾃｲと街づくりにありとして論を進める。以下に本

稿の構成を記す。 

 

２．本稿の構成; 

 本稿を３篇に分けて詳述とした。各編は以下の通り。 

(1)社会的基礎土壌づくり 

・社会の諸問題とその捉え方；個人､市民側 

・社会の諸事情と社会健全化；市民と専門家､感性と知性 

・健全化に向けて     ；推進側の論理､社会ﾑｰﾄﾞ 

・市民側からの社会の健全化；暮らし､ｾﾝｽ･気づき･学び 

・市民力向上に向け  ；市民力､土壌から行動へ､活動 

・市民系の思考総体  ;実践先行における思考から学へ 

・足元からの市民運動 ；運動､方向､形態､市民運動 

(2)ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

・ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ    ；人間環境､他種類､他 

・自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ富山 ；朝活、ｶﾌｪ、他 

・実際に運営の場や会   ；運営の様相､連携 

・社会的基礎体力づくりへ 

・学術(建築系)世界の市民感覚のｺﾐﾕﾆﾃｲ;学生･実務者､他 

(3)街づくり 

・社会的基礎土壌づくり；基礎土壌づくり 

・街づくり一般；地域活性化、街づくり構成要素 

・街づくりと市民の意見 

・街づくりの遂行に際し 

・富山における街づくりと環境保全；人間模様､他 

・富山での取り組み事例；滑川宿街並み､山間一軒村 

 

３．まとめ；本稿のまとめを本稿先頭に配置(速読派用) 

      先に各編のまとめを見られてからがﾍﾞﾀｰ 

 社会における諸問題解決に向けては、問題毎に対処に方

法とそのﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを充実させて事に当たる方法とがある
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として、ここでは後者の方法についてスポットを当てて、

そのための理論構成を行うとともに、その遂行にあたり社

会や個人の足元からの生活の営みを充実させることにある

として、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆｴいと街づくりにおける実践に論

究した。議論結果は各編の末に詳しく述べたので、ここで

はそれらをさらにまとめる形で列挙する。 

 

＜１＞ 社会的基礎土壌について 

諸問題の解決に向けてた問題対処行動や問題別広範行動

について強力に支援するﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞとして市民側の活力

(基礎体力)体系を明らかにした。そこには； 

社会づくりにおいて組織論理や社会ｼｽﾃﾑ論理に対峙して

市民論理が位置付けられる。市民論理の根幹は街づくりで

あり、街づくりを基に社会づくりへとつくりあげ。 

暮らしは社会活動の基礎実践を自然体として、感性や知

性の基礎土壌へと繋がる。暮らしの延長として街･地域･都

市･社会をつないで市民感覚を市民主導に組み込み可。そし

て市民側からの思考･行動が市民流に体系化。 

市民力向上には、暮らしの中でのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲが関

わり、市民土壌づくりの場となる。 

 

＜２＞ ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

自由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが可能となるｺﾐﾕﾆﾃｲづくりを基本

として、社会的基礎土壌の形成につながり、市民社会を揺

らがせかねない思考停止傾向の改善をもとに市民社会活力

醸成が期待できる。そこには； 

ｺﾐﾕﾆﾃｲの場とﾁｬﾝｽが日常化し広がり、ｺﾐﾕﾆﾃｲにおける対

等感と各自の作り上げ感がより強まり、ｺﾐﾕﾆﾃｲへの期待と

良さの実感が基礎土壌の構成に繋がっている。これが、各

種のｺﾐﾕﾆﾃｲと積層して大きなｺﾐﾕﾆﾃｲをつくっている。街中

のｺﾐﾕﾆﾃｲが地域やさらに上位に位置するｺﾐﾕﾆﾃｲに向け積み

上がっていく。 

 

＜３＞ 街づくり 

 市民活動としての街づくりをｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲとのﾘﾝｸ

を図り、富山での実践をもとに街づくりの基礎土壌化を目

指す方向を探った。そこでは； 

街づくりには基礎土壌を形成する事象を抽出した。 

・地域一帯；家族的ｺﾐﾕﾆﾃｲ、 街衆気風 

背後；お祭り､街づくり地域協定､町内会協定 

・市民の拠り所；風情ある建造物 

・自然との交り；中山間にわか居住､行動規制無し 

・訪問者役割；環境と一体化､訪問者が持帰り役立て 

なお街づくりには； 地域毎のｱｲﾃﾞﾝﾃｲﾃｲが基本、地域には

都会論理も田舎論理も対等であり、｢個からの始まり｣や｢足

元から｣の考えが社会づくりそのもといえる。 

 

４．謝辞； 

本論の展開に際しては、任意団体の｢｢災害と社会研究談

話会｣並びに｢人新世生存実践研究会｣の皆様方と数多くの

議論をいただきました。また、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲでは平場

の当該場の皆さんには議論・語り合い･対話でお世話になり、

また街･村づくりでは宿場町や中山間村での保存･活用の各

位には取材にてお世話になった。ここに、記して関係各位

に謝意を表する。 

 

 

【１】社会的基礎土壌づくり 

１．はじめに  

1.1 目的  近年、地球規模では気候変動による災害、

広域規模では都市環境改変、ｺﾞﾐ放置等の環境危機が深刻

化していることを受け、著者は諸問題が社会の歪の噴出

そのものと位置づけ、問題解決には社会健全化を目指す

べきとして環境保全や街づくり等の市民活動の盛り上げ

ることを考えた。 

 本稿では、上記考えの具体化として、市民と専門家の

役割、市民･社会の理念理想、足元思考(市民生活の営み

からの社会展望)等に基づいて、諸問題への対処の前段階

として社会ｼｽﾃﾑや市民(市民社会)の在り方を社会土壌づ

くり(社会的基礎体力向上)として論を展開する。具体的

には、市民行動･活動に向けた市民の思考･行動･感性に着

目する社会的基礎体力づくりを目指して、｢社会的基礎体

力及びその周辺｣のあるべき姿を展望することにする。 

1.2 問題の着目 論点は諸問題への市民のｺﾐｯﾄをどう

図るかである。このため、まずは諸問題展望として市民

視点の明確化を図り、危機対応の前段階における準備を

市民視点で以下のように構成する。・市民の感性からの思

考･行動、 

・問題構成の明確化ｲｺｰﾙ社会健全化、・諸問題に共通する

根源(根っこ)から市民の潜在的ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ向上を図り市民

運動へと展開。なお文中表現について｢個 ｣々とは個人や

個別のこと、社会的基礎体力を単に基礎体力や基礎土壌

として混用して記す。 

 

２．．社会の諸問題とその捉え方 

2.1 個人側からの社会対応 現行社会における不都合

には過度の分業･専門分化、事象の関連性分断化等があり、

人間の営みでいえば人間関係希薄化、均質化、同調圧力

等があり、環境面でいえば、生活居住環境質低下、自然

環境破壊、歴史･歴史遺産軽視(建造物含)等がある。 

 

2.2 市民側の基礎体力･基礎土壌 (1)日常における行

動；市民にとって生産行動を含めた社会行動には営みと

いう生業、家事、自己研鑽、等があり、これらに加え、

個人やｼｽﾃﾑにおける内面的な様相として、人間行動の規

範や基礎体力づくりの思考･行動がある。 

(2)社会の諸問題への市民の受け止め方；・諸問題への関

わりにはいくつかの場合がある。諸問題により直接被害

を受ける、被害者支援並びに不条理解消を目指す積極的
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推進者、諸問題には傍観や観察的な出会い。  

・市民活動では、観察･傍観の市民をより多くのｵﾙｸﾞが目

指されている。一方、市民側では、問題の関心が低いよ

うにみえるが、そうではなく、問題に関する思考･行動が

沸き上がってこないだけのことである。ではどうする。

これまでは、社会のあり方、専門家との協働、市民ﾚﾍﾞﾙ

向上、といった個人を取り巻く環境の充実化が図られて

おり、専門体系をﾊﾞｯｸにする専門家との連携によって市

民には気づきや学びの積み重ねが期待されている。 

(3)基礎体力の向上； 土壌はどう耕され充実していくの

か。これには、｢社会は変だぞ｣､｢街の先行きがおかしい

ぞ｣といった異変の感覚もあれば、｢これはいい､あれはこ

うである、素晴らしい｣という感覚もある。これらは共に

市民感覚の研ぎ澄まされた様相であり、市民の基礎体力

そのものとなって日常生活の営みとして感覚感性を市民

自らが磨いている。 

(4)基礎体力(基礎土壌)の骨子； 概念規定のため再述。 

・社会健全化；市民視点の確保や市民の基礎体力の充実

により、社会の不条理に対応できるようになること(思考

ﾌﾟﾛｾｽが大事)。

・基礎土壌；社会を育む(支える)基盤。自然･社会･人間

環境

・基礎体力；土壌に備わる活力。自己や社会そして環境

の状態をしっかりと感覚的に認識できる思考･行動の総

体。

・機能；社会や環境に向けての基礎土壌が醸成される。

市民運動においては、基礎体力が諸問題解決に向け沸き

上がるﾊﾟﾜｰが運動の前段階に発揮される。

・土壌耕し；社会と市民の間での相互作用には、社会の

諸事象･諸問題からの気づき･学び、人間側からの諸問題

への思考･行動といったものがある。相互作用が基礎土壌

の耕しとなる。

・基礎体力の構成；歪み解消に向けては日頃からじっく

りと足元から、社会を念頭に思考･行動すること。これが

基礎体力の構成。

(5)基礎体力の発揮；発揮先は何といっても街づくりであ

り、その先は社会である。街づくりでは、暮らしがｺﾐﾕﾆﾃ

ｲと一体となって、そこに情熱が集積され、市民社会が身

近な存在としてつくられていく。

３．社会の諸事情と社会健全化に向け 

3.1 市民と専門家、市民と専門家の考えや行動；専門家

には、専門行為に際して事業目的や組織論理が背景にあ

るために、理性や知性に基づいているものの思考や行動

には限界がある。これに対し市民においては、社会の底

流を成す社会意識(常識や慣習等)のもとであっても、思

考や行動には自身の感性や感情を基本にしており、これ

をもとに次の段階として理性的な思考や行動に繋がって

いく。 

一方、社会においては、市民と専門家の二者は相対立

することがあり、社会運営構成則には組織の論理をもと

にした専門論理が主体となるだけに、市民の論理がしば

しば霞みがちだが、組織論理が強く立ちはだからない次

元であれば、専門家の市民へのﾊﾟｰﾄﾅｰぶりや市民への寄

り添いが見られる。 

3.2 感性と知性 (1)市民と専門家の素養；市民にとっ

ては、感性はより広がった対象について深みを増し、理

詰めよりも感性による納得が先行する。専門家では、理

論的に一層深い思考があるものの、組織の論理からの思

考行動が基本である。 

(2)市民の知性･感性の土壌；感性が何事にも先行しかつ

認識も感性的であるので、知性についても感性が先行と

なる。 

・各種知識には、細く緩やかな繋がりをもって深まりよ

りも広がりが特徴。網羅･包括ではなく、統合･総合でも

なく。

・組織の論理に縛られないことも必要。例えば子ども問

題に着目すると親子遊びでは周辺には組織論理が入り込

まず。

3.3 感性からの行動 行動の源には感性からの衝動や

情熱にありとして、これが欲望、意欲、情熱、理念理想、

打算､ﾒﾝﾂ、他となって現れ、行動が思慮や欲望を伴って

感性と連動。 

・商業ﾑｰﾄﾞにのせられた行動；ﾑｰﾄﾞが欲望の感性に働き

かけ、即行動となることが多い。これを感性の鈍化と捉

える。

・安定志向の行動；生活の安定･豊かさ･充実を求めるい

わゆる安定志向には、新たな挑戦という行動はとりにく

い。そこには感性の安定化があるからである。一方、環

境改変(改悪)については市民は感性的に大なり小なり危

険と捉えている。

・理念的情熱的行動；理念も感性と相まって、情熱的欲

求の喚起で感性的行動へと進展することが多い。

・無償の行動；感性による行動は無償行動そのものであ

り、愛情行動やﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ行動が情熱的となる。理性的範疇

では行動はそもそも有償だが、感性が入り込むと無償に

なることも。

・無関心行動； 種々問題に対し有関心もあれば無関心

もある。この違いは何か。安定志向の安定が損なわれる

のではと危惧されれば、本来の関心事が予防的に無関心

化するとみている。これを後押しするのは同質化による

思考停止である。

3.4 市民側の環境 

3.4.1 人間の位置づけ 推進側の生産性向上や利益追

求の論理は、組織行動の専門家にはしっかりと受け入れ

られ、しかも関連する組織や体系そのものにも社会ﾆｰｽﾞ

や時代ﾆｰｽﾞに応じて加速と制御を行使している。 
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推進側の市民への対処については、市民が大規模化･複

雑化した社会・組織・体系･専門家に囲まれ、市民の管理

運営には人間が数とされがちであり、人間性や尊厳の影

も形も見られなくもなる。理由は、人間の感性や感情が

数値に乗らないだけに、数理管理が実に都合が良いとさ

れるからである。 

3.4.2 市民の居住環境； 市民にとって最新鋭の住まい

環境である都市には､過密､高層化、自然を改変(改悪)等

の問題があり、市民は不健全な環境下にある。市民には

現在の住まい環境を受け入れざるを得ず、日々慣れされ

ているのが実状である。この状況を変えようと某実務者

団体が頑張っている。 

3.4.3 市民の教育環境； 教育環境には学校施設の近代

化や技術革新の恩恵を受けていても受験競争は依然変わ

らず、格差社会を支える教育体制も変わりがない。加え

て批判精神の無いﾓﾉ言わぬ人間育成が依然進められてい

る。これでは個性や創造性に富んだ人材育成の掛け声は

空虚に聞こえる。 

教育でまず考えるべきことは、人間育成の根本には｢教

育は何のため､誰のため｣である。ここがいつも素通りし

て、期待される人間とは、高度文明で恩恵を受ける人間

や効率社会を支えるに都合よい人間となっている。以下

に現状を見る。 

(1)理工系中心教育；効率社会を支える STEAM 教育(科学､

工学､技術､芸術､数学)がもてはやされている反面、社会

系･人文系が不要という逆行ﾑｰﾄﾞが静かに漂っている。こ

のため根源思考できぬ人間育成がまかり通っている。問

題は深刻である。 

(2)歴史教育；教育は歴史真実をもとにした歴史を教えず、

市民には事の本質に触れさせず､社会ﾑｰﾄﾞに乗せるだけ。 

(3)学校統廃合；少子化により学校統廃合が進んでいる。

中一ｷﾞｬｯﾌﾟ解消とか、小学と中学の連携、等理屈が述べ

られているが、教育の在り方に迫るものはほとんどない。

一方、少ないながらも小規模校では子ども視点で子ども

に優しい教育が実施されていて、校則･規制のない環境の

もとで、子どもは自由に体験を積み重ね、生き生きと生

活を楽しんでいる。 

 

４．健全化に向け､組織の論理  

4.1 市民から見た推進側の論理 推進側中心の社会活動

では、時には社会の内部矛盾を放置とはいわないまでも

矛盾の存在には触れずに、矛盾から噴きだした事象には

対症療法的対応がなされている。こうした推進側の姿勢

では、市民側の姿勢とは基本的に相入れず、両者間に軋

轢が生ずることなる。 

(1)利益追求行為において、市民側への配慮(懐柔)として

推進側の利益が回りまわって市民にも達するとの考えが

｢世の中、金はまわれば良し｣とする風潮となって定着し

ている。 

(2)生産性向上や利益追求については、効率化のもとで管

理強化と異質排除がみられ、独創性･主体性(個性)･多様

性も運営論理の範囲内のものとなっている。 

(3)格差問題においては、そこそこの範囲内で格差許容の

風潮がみられ、その一方ではｳｴﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞによるﾊｯﾋﾟｰﾑｰﾄﾞ

が格差を乗り越えるかの如くの幻想をもたらしている。 

 

4.2 推進側からつくられる社会ﾑｰﾄﾞ､市民側から見る  

(1)社会ﾑｰﾄﾞとして各種概念の恣意的改変；推進側に差し

さわりのある概念にはその本質をぼかすことが恣意的に

行われている。 

原発問題を例に。｢安心安全｣がことさら強調。一方で

｢安心安全｣の反対の状態を｢不安｣としている。｢安心安

全｣の反意語は｢不安｣ではなく｢不安危険｣である。また

｢迷惑をかけた｣の本質は｢迷惑行為｣ではなく｢危害行為｣

そのものである。 

(2)推進側による社会ﾑｰﾄﾞ；推進側主導により TV や SNS

等のｺﾏｰｼｬﾙやﾏｽｺﾐを介してつくられる社会ﾑｰﾄﾞについて

は、管理社会のもと同質化に加えて格差容認が市民側に

押し寄せている。 

 社会ﾑｰﾄﾞの今一つの困りごととして「市民へのかまい

過ぎ」。市民のﾆｰｽﾞの先取り･需要創出として、消費行動

促進というｻｰﾋﾞｽやｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが定着。これらはほぼすべて

かまい過ぎ。本来はﾆｰｽﾞ･発想は市民主体であり、市民感

覚もﾑｰﾄﾞには左右されない。 

 

５．市民側からの社会の健全化  

5.1 暮らしを基本に  

推進側主導の市民側への配慮には限界があり、社会の核

心においては市民の存在が霞みがち。改善を考える。 

(1)暮らしからの論理；暮らしに基づいて自然につくられ

る 

(2)暮らしの延長；延長として街、地域、都市、社会があ

るとして、市民の考えを社会まで連続的に持ち上げる。              

(3)暮らしに内在の要素；基本を暮らしに求めての内在要

素 

・暮らしには環境としてのｺﾐﾕﾆﾃｲあり；人と風土の総体。 

・暮らしは社会活動の基礎実践そのもの；暮らしには暮

らしの環境や実践が積み重ねられ、(文化的にも)大きな

力となる。 

(4)暮らしからの街づくり；暮らしには健全な営みの街が

ある。そうした街には、風土風景、遠隔地ともつながり、

歴史文化の底流あり、暮らしからの談義環境あり。 

 

5.2 暮らしのありのままがｾﾝｽと気づき･学びに 

 暮らしの｢ありのまま｣とは、意図しないﾓｰﾄﾞに乗せら

れ強いられることのないﾆｭｰﾄﾗﾙの意味である。なぜこれ

が必要か。推進側の組織論理との対峙として種々の問題

に対するｵﾙﾀﾈｲﾃｲﾌﾞな見方ができると考えれる。また、社

会においても目的化された各種行為とは別に(無目的化

の)感覚的行為により育まれる市民感覚の醸成が期待さ
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れるからである。 

(1) 市民ｾﾝｽ(市民感性･感覚)；市民(社会)ｾﾝｽとは、暮ら

しという社会活動を通して磨かれ蓄積され身に付いた感

覚の総体である。これより、社会のあり方や地域のあり

方等に思考や行動の源としてｾﾝｽが発揮されることにな

る。

(2) 暮らしからの気づきや学び；人間教育としては、学

校教育のように効率教育そのものを目的とした組織教育

もあれば、特別に目的としない教育(教育というよりも健

全な暮らし)もある。後者には、家庭における暮らしの中

での気づきや学びがあり、これは成人の素養形成の源に

もなる。

5.3 暮らしも効率管理化を超えて 推進側の生産性向

上･利益追求に対して、市民側は如何にして自分流の環境

づくりを遂行するのか(していくのか)考える。まず推進

側は、社会生産活動を自分側流にし、かつ学術特に工学

をもとり込み、感性感覚を避けて数値処理に走り、管理･

効率を深めている。市民側としては、根本的な改善には

顔に見えるような工学の復権に期待している。なお、社

会における感性的管理として社会ﾑｰﾄﾞがつくられ浸透。 

5.4 暮らしは人権 住む権利は基本的人権。良好な環境

に居するも人権。市民視点での気づきや学びの充実も人

権。 

 開発･再開発にみられる乱暴な進め方に異を唱える源

には我らの住む権利(基本的人権)がある。これが常識と

なり、より深化して、今では最低限の生活を保障するﾚﾍﾞ

ﾙを超え人間としての豊かな生活を営む権利が人権その

ものであるという考えに至っている。また環境権につい

ては、良好な環境の下で過ごせる権利として人間本来の

暮らしが着目され、これより、良質な自然環境の下、自

然の恵みを享受できて当たり前という風潮が静かに定着

し始めている。

６．市民力向上に向け  

6.1 市民力行使 市民は基礎土壌からの活力(市民力)

により街を社会まで延長させている。 

(1)市民力の発揮先；これには、行政などの各種施策策定

への市民参加、市民世論形成、社会意識づくり(良識見識)

に向け、世論作り、各種問題へのｺﾐｯﾄがあげられる。 

(2)市民力醸成に必要な事項；・顔の見える活発なｺﾐｭﾆﾃｲ。

これは良好な環境(特に風土)が必要。環境づくりが肝心。 

・ｺﾐｭﾆﾃｲ同士の連携によるﾈｯﾄﾜｰｸとしてのｺﾐﾕﾆﾃｲもある

・交流圏の拡大。細く広く張り巡らされた透き通った緩

い関係性のある圏。そこにおいては自由闊達な議論と交

流がある。

・市民力により蓄積された貴重な体験。これは歴史継承

と将来展望であり、街･地域･都市への生活意識圏拡大の

源となる。

6.2 市民側の土壌から行動へ。(1)知性･感性土壌の醸

成； 日常生活の営みが結果的に土壌づくりに寄与して

いる。 

(2)感性からの能力；研ぎ澄まされた感性が積み上げられ

実践でもまれ、想像､予知、推察、観察、他の能力を形成。 

(3)知性の姿；知性は個々の断片的な知識であっても繋が

りながら集積したものとなる。また繋がりとは、例える

なら横に広がる触手と上下に伸びる触手の二元からなる。 

(4)知性の研ぎ澄まし；知識の修得含め知性の研ぎ澄まし

には、暮らしの中や自由闊達な語り合い場においても、

自ら励むことができる。 

(5)市民行動へ；市民土壌が醸成することにより市民行動

に向けて市民力が増し、市民運動が沸き上がる。 

6.3 市民の活動 市民活動には個人ﾚﾍﾞﾙのものと組織ﾚ

ﾍﾞﾙのものがある。また組織運動にも二つあり、第一は市

民の要求を勝ち取るという先鋭的な市民運動であり、第

二は市民と近しい普通の組織が市民個人を取り込む運動

である。 

(1)個人行動；主に有識者がとる個人行動には、新聞への

投稿、単行本出版、学会や関連の会誌に論文投稿、ﾕｰﾁｭｰ

ﾌﾞ、等での発信や、各種委員会としての意見表明、等が

ある。もちろん一般市民の場合でも論文投稿は難しくて

も、種々の発信や(委員会などを含めた)団体内での意見

表明は可能である。また一人単独であっても市民運動は

ありうる。 

(2)組織運動､真の市民運動；これは市民の要求を相手か

ら勝ち取る真の市民運動であり、市民行動派が主導する

ﾘﾍﾞﾗﾙな住民運動でもある。こうした運動は市民会議と称

され、市民の権利と生活を行政と対峙して自らを守ると

されている。 

(3)組織運動､市民啓発の運動； これは、大学や行政と

いう組織の主催により、個人や複数人の市民の組織加入

で構成される組織活動であり、本来の市民運動ではない。 

(4)行政主導の様子；最近、世の中では市民参加がことさ

らPRされている。例えば、行政は種 ﾌ々ﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて

構想の確定後に市民向けの内容説明でもって市民参加と

いっている。ﾊﾟﾌﾞｺﾒについてもしかりである。何かもど

かしい。 

その背後には。市民軽視の考えが見え隠れしているか

のようである。行政側からは｢市民を企画段階から参入さ

せると、時間がかかり過ぎ思うように事が進めれない」

といった本音が少なからず聞こえてくる。一方(ごく一部

の)開明的行政職員からは、「行政は見かけ上の市民参加

をいうのではなく、(真の)市民参加に道を開き、市民に

協力するのが本来の行政の姿である」と。 

７．市民系の思考総体､実践先行において思考から学へ 

市民側の感性からの思考･行動の背景をなす思考体系
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について、市民により馴染みやすくかつｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟも兼

ねてこれらを｢まるごと｣束ね､市民哲学･市民社会学と称

することにする(現代考学か) 

(1)市民の思考と行動の一体化；感性からの思考･行動の

背景をなす思考体系において、理性的展開を進めるには

思考と行動の一体化を狙って、市民が自ら社会を念頭に

思考することを市民哲学･市民社会学として位置付ける

ことにする。 

実際に市民ﾚﾍﾞﾙでは、街づくりの理論的ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝの根

幹として市民哲学や市民社会学が受け入れられている。

なお、これらは崇高な哲学や(文化･人類学)社会学のいわ

ば市民側の市民版である。 

(2)思考から学へ a.知性や知識の感性を主とした様相； 

・知識を繋がりある集積に、繋がりある知識が知性の深

化に寄与

・理論よりも実践重視、ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽよりも情熱先行を

・市民軽視しない(効率重視しない)ﾓﾃﾞﾙ化､顔の見える客

観論を

・明確な体系の前段階に感性と知性との混合を

・ﾍﾞｽﾄをつくすという工学の前提条件にも議論を

b.各種思考をも関連づけながらも個々の事象も重視；俯

瞰と深堀の中間域にあたるのが生活次元であるとする。

生活次元(暮らし)を基に、上方向や下方向への眺望あり。

また、体系についても同じように考える。個々の各体系

を標準次元にして、いうなれば上や下への眺望が体系間

の連携や総合･統合として自在へんげとなる。こうしてお

けば、連携とともに個々の体系そのものも輝くといえよ

う。

８．足元からの市民運動  

８.1 運動とその方向 諸問題解決に向けた運動につい

て市民主導の考えを個々から始まる社会への運動として

位置づけ、その様相や目標を述べる。 

(1)社会において； 社会の根源的な問題として成長路線

の批判から始まり脱成長を目指すことの論は別の機会に

扱う。 

SDGｓについては、｢持続可能｣と｢発展｣の二方向にﾊﾞﾗﾝ

ｽをと謳われているなかで、｢発展｣を｢環境や緑確保｣に変

えるという声が日増しに高まり、環境保全、緑保護、動

植物保護、森の保護、農の自然栽培、等の取り組みが進

められている。 

社会諸矛盾については(公害､原発事故､環境改悪、歪教

育、他)、社会の健全化として市民からの組織論理のﾊﾟﾜｰ

ｱｯﾌﾟが待たれている。これと軌を同じくして、社会雰囲

気向上、環境向上、恣意的ﾑｰﾄﾞ改善等の取り組みが功を

奏していこう。 

(2)個人において；市民運動の前段階として個人てできる

こには生活次元での改善があり、これには二種ある。一

つは、上節に記したような社会での取り組みの応援とし

て、個人生活で対応できるもののこと。二つには、個人

が理念に基づく運動として衣食住で工夫を凝らす(過度

な文明に頼らず)こと。時にはやや超人的生活を実践する

方、脱電力･非電力の生活を営む方、が少なからずおられ、

日夜頑張っておられる。 

(3)専門家について；技術者や学術有識者には市民の役割

についても考えて欲しく、それと共に専門や学術の範疇

において市民感覚でなすこともお願いしたい。これにつ

いては、専門系や学術系の組織論理が市民視点をより強

固にしていくものと考え、ひいては市民に向け専門家に

よる英知が広く伝搬し、技術の在り方が市民と共に生活

次元で論議でき、さらに環境危機回避や人間性復権の問

題にもより身近な問題として市民側からのﾊﾟﾜｰが期待で

きよう。 

8.2 運動の形態 運動(改善運動)の形態には三種あり。

本稿では下記項(3)の様相を念頭に置いて運動の着手と

したい。 

(1)社会全体での運動；大掛かりな社会改変運動は民主主

義によってなされる。社会においては市民側から民主主

義を拡散浸透させることになろう。一方、社会変革で取

り上げられる教育については、文科省の教育行政の刷新

が真っ先に必要と考える。教育行政そのものは政治が変

われば変わるものであるから、そのためにも政治を変え

なくてはならないといえる。 

(2)問題別市民運動；環境改善の大運動･闘争には、市民

からの広がる連携でもって各個撃破の勢いでいきたいも

のである。 

(3)広範な市民活動；上記項目(1)(2)については、市民の

知性土壌が市民による社会意識として充実し、これをも

って社会推進派のつくるﾑｰﾄﾞを変え、生活の営みの延長

により市民意識を積み上げた活動が可能となろう。 

8.3 市民運動への展開として 市民運動を沸き上がら

せる市民基礎体力については、市民力の日常的向上を目

指す理屈･実践として、市民主導による環境づくりが基本

となっている。一方、市民活動においては、問題の重要

性は分かっているものの次への一歩が踏み出せないこと

も多々ある。これには、暮らしにおける市民本性(感性や

知性)が妨げられているとして、暮らしにおいて本性を磨

くことで改善としたい。 

8.4 ごく自然体で 環境危機問題に向けての取り組み

として｢自然体での市民生活ありき｣や｢市民生活の営み

の延長に都市や社会がありき｣をもとに基礎土壌づくり

を考える。 

(1)市民と組織･社会の枠組みで；市民の土壌には、市民

生活の営みによる体験と積み重ねがある。すなわち、個々

の生活や街の生活の営みが、地域､都市､社会において積

み重ねられる。これが市民側の組織論理であり、推進側

論理と併存としたい。 

(2)積み上げるもの；市民が何処でも日常的に体験を重ね
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つくりこんだ感性は、市民行動に際し感性先行を誘発さ

せ、また感性の知性への転化となれば、知性先行となる

専門家行動とともに両者の関係が良好につくられよう。

こうした感性や知性が慣習･論理へ、さらに組織論へと発

展し、推進側の組織論理や組織人の行動基礎とは別に市

民側が自ら作る市民視点の慣習･論理がきわだった存在

となろう。 

(3) 変革に向け；変革というよりも街づくりを基本とし

たい。なぜなら日常的にあるがままが足元から沸き上が

っている場が街だからであり、街が変われば地域が変わ

り、行きつく先に社会がある。この観点で全国各地に動

きが活発化しよう。 

・街づくりは市民のあるがままに構成できる。 

・気づきや学びや良い体験の積み重ねが小規模な街では

可能 

・ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲとしては街の中でｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが行き

交う自由闊達の場や各家庭や小さな職場のｺﾐﾕﾆﾃｲを支え

ている。 

 

９．まとめ 諸問題の解決に向けてた問題対処行動や問

題別広範行動について強力に支援する場合には、行動･運

動の前段階における市民側の活力(基礎体力)が大きに期

待できると考え、ここに基礎体力及びその周辺のあるべ

き姿を明らかにした次第である。以下に議論結果をまと

める。 

(1)社会づくりにおいて組織論理や社会ｼｽﾃﾑ論理に対峙

して市民論理が位置付けられる。市民論理の根幹は街づ

くりであり、街づくりを基に社会づくりへとつくりあげ

れる。 

(2)暮らしは社会活動の基礎実践を自然体で担っている。

これが感性や知性の基礎体力となり市民力の形成へと繋

がる。 

(3)暮らしの延長として街･地域･都市･社会をつないで、

これに市民感覚の拡張と市民主導が組み込み可能となる。 

(4)市民自ら知性・感性のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(土壌)を醸成。より

ﾊﾟﾜｰが増した時点で市民運動へと展開できる。これが大

規模市民団体との合流や個々の運動へと繋がっていこう。 

(5)市民力向上には、暮らしの中でのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲ

が関わり、市民土壌づくりの場となる。 

(6)市民側からの思考･行動は、暮らしと社会を念頭に市

民系の学｢市民哲学･市民社会学｣へと結実していくであ

ろう。 

▲補足；・本稿では、諸問題への解決を即目指している

訳ではなく、解決に向けた市民基礎体力を養うことに重

点を置いている。これによって社会的なｾﾝｽが磨かれ、社

会の不条理を的確に捉えることで問題解決への準備とし

て勢いが増すと考える。 

・環境危機が市民側には実感として伝わりにくい。これ

について少しでも尽力したく、本稿にて論を展開した。 

・今後は諸問題における社会的根源について準備したい｡ 

・本稿はあくまでも設定問題を包括して物語化を目指し

たものであり、諸問題における社会的ｱﾌﾟﾛｰﾁからの深堀

も含め、詳細な検討は今後の課題と考えている。 

 

 

【２】ミユニケーションのコミユニテイ 

 

１． はじめに 

ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの重要性はいうまでもない。ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの活

用としては、最近流行りの仕事への活用術としてｺﾐﾕﾆｹｰｼ

ｮﾝﾃｸﾆｯｸを連想しがちであるが、ここでは個人の能力向上

や社会的な交流のためのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの活用に着目する。こ

れは、社会的基盤づくりそのものの遂行にあたると考え、

そこにおいてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝで形成される場をｺﾐﾕﾆﾃｲと位置

付けてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲ(以降、単にｺﾐﾕﾆﾃｲ)と呼ぶこと

にする。 

本稿では、ｺﾐﾕﾆﾃｲに着目し、ｺﾐﾕﾆﾃｲの種類、様相、機

能について考察し、これらが社会的基礎体力づくりにど

うかかわっているかを論究する。ただし、基礎体力＝基

礎土壌とする。 

 

２．問題の所在 

 この世の中、分断化、同質化、人間関係希薄化、等が

進む中、一方では事態の改善として期待されている個性

や独創性の発揮が残念ながら枠内(組織内)に限定されて

おり、しかも社会運営においても、個の尊重もまた全体

の利益優先のうきめにあい、市民にとっては閉塞感を感

じざるを得ないのが実状と考えられる。こうした時代背

景のもと、意外にも若者はもちろんのこと中堅やｼﾙﾊﾞｰも

枠を広げたｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝに活路を求めており、議論よりもま

とまった対話の場に人気が集まり、2010 年代後半からは

こうした動きがﾌﾞｰﾑとなっていた。 

 そうした状況は、ｺﾛﾅ禍にもめげずに新たな展開を求め

ており、この流れに沿って本研究の立場がはからずも浮

かび上がってきたと思っている。 

 

３．コミユニケーションのコミユニテイ概説 

3.1 人間環境 

一般には環境は、自然環境と社会環境の二種としてい

るが、人間の人間らしい行動からなる環境を人間環境と

して、独自に設定する。なぜそうするかといえば、人間

どうしでｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝを交わし人間の思考･行動がつくられ

ることはあたかも人間を中心にした環境そのものであり、

これを特別に人間環境と呼び、そこには話し合い･語り合

いが構成できるとする。 

人間環境(人的環境)には、家やご近所さんの基礎集団

や街、地域、自治体、学校、企業等の機能集団まで含め

ているが、どちらかというと小規模を前提とした環境を

対象としたい。よって、人間環境においては、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ

109



中心に人間が集まれば、そこはｺﾐﾕﾆﾃｲと捉えることにな

る。(次節) 

 

3.2 どこでも人が集まればｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

ｺﾐﾕﾆﾃｲは話し合い･語り合いが成立すれば、どこでもが

ｺﾐﾕﾆﾃｲである。このように考えれば、(上節の再記だが)

家庭、地域、学校、職場などにおいてもｺﾐﾕﾆﾃｲが設定で

きる。すなわち、街のｺﾐﾕﾆﾃｲとして井戸端の場(溜まり場

や道端も)はもちろんのこと、家庭では囲炉裏の場(団欒

の場)であり、職場での仕事を離れたｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの場であ

る。こうした場におけるｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが街･地域さらに上位

へと沸き上がっていく。 

 

3.3 ｺﾐﾕﾆﾃｲの種類 

ｺﾐﾕﾆｴｲについては四種類を以下のように設定する。 

・暮らしの場 

・何の繋がりもない自由意思で臨む自由闊達な場 

・機能的集団のなかにも小規模系で置かれている場 

・上記三個の場を統合･総合する場 

第二から第四までの場を広い意味では暮らしとしたい

が、ここではあえて四個は独立場としておく。以下には、

上記ｺﾐﾕﾆﾃｲの様相を列挙する(再掲)。ただし、暮らしに

は、仕事や学びの休息場も含めた。 

(1).暮らしの中でのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

・家庭では、囲炉裏(ﾘﾋﾞﾝｸﾞ)の場にて家族団欒。 

・街では、井戸端(地域のｽﾎﾟｯﾄ)の場にて自由歓談。 

・職場では、仕事上のものの他には余談･雑談･歓談。 

・学校では、休み時間などでの日常歓談。 

(2).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、地域にて； これは社会的な広が

りを持った基本な場であり、地域に存在。(語り合いが主

である) 

・街(平場)においては、各地の朝活、種々のｶﾌｪ、 

・論議対象を絞ったｶﾌｪや勉強会もある。これは専門の会

に見えるが、市民主導としてやや広い域の場である。 

(2’).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、目的有の場； 暮らしの一環とし

て市民主導による知的交流と市民力向上が目的である。

この目的でも、語り合いのﾁｬﾝｽと場における自由な語り

合いが可能である。なお、朝活とｶﾌｪの違いには、、対象(分

野)を設定するｶﾌｪに対し、朝活はすべてを対象とするこ

とにある。 

(3).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、専門家集団内での小さな場； 

専門の集団の中にも存在する小規模ｺﾐﾕﾆﾃｲとして、学

生、実務者、専門家が自由闊達に場を持つこともままあ

る。この傾向は、学術団体が市民と学との連携として市

民には開かれた状態にしているので、場の形成は比較的

容易である。例えば(著者が関与している)建築学会にお

いては； 

実務者討議の集い、 

学生による語り合いのｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝがある。 

この他、種々の場があるとは思うが、著者は集約してい

ない。 

(4).ｺﾐﾕﾆﾃｲの積層； ｺﾐﾕﾆﾃｲが家庭や地域にあり、職場や

学校等にもあるので、人間は至る所でのｺﾐﾕﾆﾃｲと繋がっ

ている。そこで、こうした様相をｺﾐﾕﾆﾃｲの積層と呼んで、

これらを一括してｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの大きなｺﾐﾕﾆﾃｲとしておく。

すなわち、各ｺﾐﾆﾃｲ(家庭、街、地域、職場、学校･団体、

等）が枠超えて多様に繋がるとしている。なぜ積層とし

たのかについては、小さな規模から大きな規模への実績

の積み重ねが、積層ｺﾐﾕﾆﾃｲの中で可能となるからである。 

(5).補足； 市民力の向上を謳う市民への啓発活動として、

行政や大学などが実施する市民教育の場があり、これら

は市民大学講座や市民塾などと呼ばれているものの、市

民主導ではないことはいうまでもなく、その意味ではｺﾐﾕ

ﾆｹｰｼｮﾝを楽しむということもなく、学習の範囲のもので

ある。これと対峙するｺﾐﾕﾆﾃｲには、暮らしの一環として

の知的交流がｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲである。(この他は見当

たらない) 

 

3.4 ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの円滑には 

市民主導による市民のための場が大前提である。 

(1).進行の主導； 市民の自発的発言について、自発あっ

てのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝであるので、発言を促すとか引き出すとい

った第三者による行為は無用である。このためか、朝活

とか問題設定しないｶﾌｪでは、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが自然と盛り上

がるものである。 

これに対して問題やﾃｰﾏを設定するｶﾌｪでは、進行の効

率化や効果の追求として、ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀやﾌｧｼﾘﾃｲﾀの主導のも

と、市民の声を最大限引き出し、設定した方向に事を集

約させているｶﾌｪが結構多い。確かに、そこには市民の気

配はあるものの、発言にはｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに強いられぎみとい

う感はぬぐえない。もちろん、そうでないｶﾌｪも多い。 

(2).場における公平性； 朝活では、政治(選挙)、宗教、

ﾈｯﾄ販売、男女交際、他を目的とする参加は禁止となって

いる。また、誹謗中傷はまま起こりうるので、そうした

行為にも参加者の協力を得てﾁｪｯｸしている。 

 ｶﾌｪでは、進行において変容と傾聴を基本としている。

すなわち、相手の意見に反論でなく先ず聞くこと、自分

意見にこだわらず変わってもいいという柔軟性を持って

会に臨むこと、としている。なぜか。背景には、ｶﾌｪは朝

活と違って問題をかなり奥深くに迫ることもあって、各

自の見解や考えが割合出やすいことがあるためである。 

 なお、ｶﾌｪでの公平性問題については節6(1)にて論ずる。 

 

４．自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、富山における知的交流詳論 

4.1 概要 

市民向け暮らしの一環としての知的交流(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの

ｺﾐｭﾆﾃｲ)には、市民が運営する街の知的ｺﾐﾕﾆﾃｲである｢朝

活｣と｢ｶﾌｪ｣が人気の的であり、人間の生き方から時事問

題まで広範囲なﾃｰﾏにて市民社会の素養向上が結果的に

担われている。また、専門的ﾃｰﾏの研究会でも、自由闊達
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を保持している市民のｺﾐﾕﾆﾃｲも結構あり、ｶﾌｪ文化が市民

の知性のｵｱｼｽともなっている。 

著者の地元富山では、朝活とｶﾌｪを合わせて 10 個以上

の盛況の場を次節にて紹介する。 

4.2 朝活(写1、表１) 

もともとの朝活は東京で(2009年)発足し、ﾗｲﾊﾞﾙに差を

つけるためにﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙを磨くことを目的としているが、

富山ではﾋﾞｼﾞﾈｽよりも人間性磨きに重点が置かれている。

これが、自宅と職場の往復に飽き足らない若者方々には

大いに受けており、朝活の話題も身の上の話から政治的

な次元のものまで多岐多様としているからこそ、参加者

同士が話し合えたことに大いに満足されている。なお富

山では、朝活富山が 2009 年に、朝活上市が 2014 年に発

足し、今も活動を続けている。 

以下に様相を列挙する。 

・朝活概要；ﾓｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを食して会場が和んだ後に知的

交流。会場は喫茶店。ｺﾛﾅ禍以降、ﾘｱﾙ開催を避けﾘﾓｰﾄと

なり、これまで県内の方のみの参加が隣県や関東・関西

圏からも多くが参加されるようになった。参加者はﾘｱﾙ期

では多いときは 40 人、平均 20 人程、ﾘﾓｰﾄ期では多い時

は20人、平均は10人程である。 

・ﾃｰﾏ；個人ﾍﾞｰｽで自分がどう問題を設定し、どう取り組

んだのかを､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀ中心もしくは全員で話し合われる。

表1には、これまでのﾃｰﾏを分類して示しておく。 

写１ 朝活上市会場風景 

表１ 朝活上市ﾃｰﾏ整理 

・参加者；若者や主婦が中心。開催は月 1～2 回､週 3 回

あり。

・進行；ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀが進行役を務めるが、ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾄはしない。

・効用としては； 自身の考えや人生をもとに歓談する

ことで、自身を相対化し、活力を得ることになる。

4.3 ｶﾌｪ(写2、写真3) 

 県内では2000年頃から発足のｶﾌｪが次々と閉店し、2013

年に開始のｶﾌｪ(街中ゆったりｶﾌｪ)が今に残るｶﾌｪでは最

古参であり、その後に哲学ｶﾌｪが 2014 年に開始し、憲法

ｶﾌｪや社会化ｶﾌｪが後追した。 

街中ゆったりｶﾌｪだけがｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀ無しの参加者全員に

よる進行で論議を楽しんでいる。他のｶﾌｪではどうしても

ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀなどが進行を仕切っている。なお会場は公的機

関利用。 

写２ 街中ゆったりｶﾌｪ 

 以下に様相を列挙する。 

・ｶﾌｪで討議対象を限定；専門に特化した市民の集う場と

して、科学ｶﾌｪ､建築ｶﾌｪ､哲学ｶﾌｪ､社会ｶﾌｪ､憲法ｶﾌｪ､等が

ある。 

・ﾃｰﾏ；社会問題のなかからいくつかが取り上げ設定され

ているが、設定なしの場合もある。ﾃｰﾏ例は； 

豪雨災害、地球環境、ゴミ問題、椎名道三、腰痛、 

  ばんどり騒動､米騒動、古墳、古代史、剱岳登頂、他 

・参加者；専門ﾃｰﾏのｶﾌｪにおける場合でも一般市民が参

加し、自由に語り合う。

・進行；勉強会の様相であっても語り合いを通しても進

行は一方向にあらず。ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ･ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀを不要とするこ

ともあり。

・効用としては； 断片的知識が各自の中でつながりを

もって知のｽﾄｯｸになり、自らの発信や他者の受信の貴重

な場となっている。また、市民社会の素養向上を謳う目

的設定の市民教育との相乗効果もある。

ﾃｰﾏ分類 数字は開催回数、ｺﾛﾅ以前に集計､全114回 
大分類  小分類 

人  21： 人 10、 人生11 
体  22： 健康05、食 06、ｽﾎﾟｰﾂ11 
生活 13： 生活09、旅行03、ﾚｼﾞｬｰ01   
仕事 13： 仕事08、農業03、福祉02  
勉学 07： 勉学07  
芸術 11： 芸術04、音楽07  
自然 07： 自然02、植物05  
地域 20： 地域08、ｺﾐﾆﾃｲ05、交流03、歴史04 
他  01： 技術01 

写３ 社会科ｶﾌｪ by社会科ｶﾌｪHP 

写2 街中ゆったりｶﾌｪ 

111



 

５．実際に運営の場や会 

5.1 運営の様相 

 場や会の運営には、思いを持った人が世話をする。こ

うした世話人はｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ仲間として互いに緩く繋がっ

ている。著者の場合、いくつもの会を主宰するが、他の

方の主催の場にも応援として連携として参加している。

以下に、実際に著者が関わる場と活動を列挙する。印*は

全国区の場である。 

・個人運営；小規模ゆえ世話人はほとんど単独； 

朝活上市、街中ゆったりｶﾌｪ、富山地震防災研究会 

・集団運営；仲間が世話人となり集団で； 

学生ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ*、実務者討議の集い*、 

｢災害と社会｣研究談話会*、人新世人類統合研究会*、 

滑川宿街並み保存と活用、おおかみこどもの花の家 

・参加者として支援(著者の朝活･ｶﾌｪ等との連携)； 

ｺﾐﾆﾃｲ連携として、世話人同士互いに相互交流。 

歴史ｶﾌｪ、社会科ｶﾌｪ、憲法ｶﾌｪ、 

 哲学ｶﾌｪ、ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ、朝活富山、朝活呉西(最近閉店)、 

富山の建築おしゃべり会(最近閉店) 

 

5.2 連携において 

 著者らの場と他者の場との相互乗り入れの形で連携し

ている 3 つのｶﾌｪについて紹介する。これらのｶﾌｪでも基

本は市民主導、市民感性磨き、である。ただし、ｺｰﾃﾞｲﾈｰ

ﾀが場を緩く仕切っている。 

(1).社会科ｶﾌｪ(写3)； もともとは政治に関心を持つ市民

が増えることを期待して、政治の観点から社会における

種々の問題を論議するもので、結論を得ることよりも議

論することにより、種々問題の源を知り、解決に向けた

ｾﾝｽを磨くのが目的である。 

 進め方については、場にはある程度の情報提供として

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀが問題解説を行う。問題の位置づけと共に、どん

な方法がこれまでどうｱﾌﾟﾛｰﾁされているか、何が得られ

ているのか、を現状の段階として説明が続く。その後は､

直ぐに討議になり､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀは仕切ることはなく、参加者

は、各自の反応、社会的意味を述べあうのである。もち

ろん、最後においても方向性や結論は場としては無く、

各自思い思いに納得すれば十分とし、その意味でも多様

性･自律性は徹底して確保されている。ちなみに、これま

で論議の課題については、富山はｽｴｰﾃﾞﾝか(福祉社会にお

いて富山がとやま型福祉政策をしていることにｽｴｰﾃﾞﾝと

重なるのではとの論)、経済から家族を考える、等。 

(2).憲法ｶﾌｪ； 憲法ｶﾌｪは、兄弟分で憲法 9条を守る会と

か改憲反対の会などとは軌を同じにしていたが、狭い地

域では憲法のみで論議を進めるのは難しく、結局街なか

の問題に関する討論会となっている。ﾃｰﾏも、人に優しい

ｵｰｶﾞﾆｯｸ、農業問題、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの本質、公害問題、徴用

工問題、等 

(3).哲学ｶﾌｪ； 哲学ｶﾌｪは全国至る所にあり、哲学の勉強

として体系的な哲学学習もあれば、時事問題をじっくり

語り合う場としてのもの、哲学をじっくり語り合うもの、

など多様である。富山のような小さな圏域では、哲学ｶﾌｪ

は一箇所しかないにもかかわらず、市民同士がじっくり

と語り合えるので、哲学ｶﾌｪの人気は高い。 

扱うﾃｰﾏについては、人間とは、時間とは、宇宙とは等

の哲学本来のものを扱わない訳ではないが、生きがい、

愛、責任、等日常のものに人気がある。これまでのﾃｰﾏを

列挙する；ﾍﾞｰｼｯｸｲﾝｶﾑ、ｲﾃﾞｱ、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑとﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑ、

流通、愛、地域とは、AI、新自由主義、ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ、他。 

 

６．社会的基礎体力づくりへ 

社会的基礎体力づくりはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲづくりと

街づくりから成るとしている。(本稿で扱わないが)街づ

くりについては、街や地域で磨かれる感性からの思考･行

動による体験の積み重ねが地域やその上位の枠組みへと

沸き上がっていくと考える。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆｴｲについて

は、ｺﾐﾕﾆﾃｲにおける各理屈の学びもさることながら理屈

の背後にある感性の磨きに潜在的ﾆｰｽﾞがあり、これが各

種のかつ積層のｺﾐﾕﾆﾃｲで梯子することでより多様な状況

にも対応可能な感性へと磨かれ、社会的基礎体力へと進

化していくと考える。 

こう述べるとすべて順風満帆のように見えがちである

が、実際には、規模にかかわらず、(一部参加者からの)

見解の相違や偏狭な見解により、会の進行や公平性に支

障をきたす問題もある。一部ｶﾌｪにみられるこうした問題

について、議論の公平性の観点で検討し、次いでそこか

ら浮かび上がる意見とそのﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ(思考土壌)について

論考する。 

(1).公平性議論； ｺﾛﾅ禍あけの時期に某ｶﾌｪにおいて、参

加者各位から会運営について｢あまりにも偏った意見が

正論であるかのように断定する押し付けは不条理｣の指

摘が相次いだ。この種の問題はどのｶﾌｪでも大なり小なり

あり、時には大激論にもなることがある。 

ではなぜそのような問題が生ずるのか。これは会に集

まる方々の時代反映の考えが深化し、年齢とともに諸知

識を会得して自分流に考えを組み立ててきた結果と捉え

ている。 

公平性保持への対処については、第一には誰にも異論

の無い問題に限定してきわどい発言が出ないようにする

こと、第二には特定発言を差し控えるように参加者に同

意をいただくこと、第三には特定発言には対峙する発言

で応酬すること、が挙げられる。このうち第三の対処が

両論併記･両論発言としてｶﾌｪの開催目的に合致している

といえる。 

(2).意見の背後には； 問題にしたいのは、偏狭な意見が

どうして出てくるのか、偏狭な意見は広範な意見との違

いはどこにあるのか、それは意見の背後にある思考土壌

との接し方にある。土壌から何かを見いだし発掘となる

と向き合う人間の素養が問題となり、種々の都合で恣意
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的に対応するなら、結果として都合のいい狭い土壌が形

成されたことになる。例えば、種々範疇の前提条件疑わ

ず、歴史認識の一方的押し付け、社会ｼｽﾃﾑへの忖度、利

害関係を持ち込み、科学技術でも客観事実に基づかない

論調、等、枚挙にいとまがない。 

そしてまた今ひとつも問題として最近の SNS や

YouTube によりﾌｪｲｸも含め情報洪水や情報漬けがあたか

も公平な市民の声といわんばかりに市民社会に押し寄せ

ているものもある。すなわち発信者側からは、市民や専

門家で作り上げている土壌の全体を見ずして、自分に都

合のいい見方を相対とせず絶対として世の中にばらまき、

世の中における偏狭な姿勢が合理性を持つかのように仕

向けてもいる。 

その一方では、こうしたことを容認するかのように、

ﾌｴｲｸや無根拠があっても市民の方で取捨選択をすればい

いとの不用意かつ安易な論も一部にあり、世の中におけ

る不条理がますます増えてもいる。確かに、世の中ﾑｰﾄﾞ

が盛り上がれば何でも良しといった根強い風潮もあるだ

けに、改善にむけて、市民はできるところから、専門家

は良識見識に基づいて行動して欲しいものである。その

意味でもｺﾐﾕﾆﾃｲの役割は大きい。 

７．学術世界での市民感覚のｺﾐﾕﾆﾃｲ、建築系を例に 

 市民感覚を持つ学生、実務者、専門家のｺﾐﾕﾆﾃｲを扱う。 

７.1 学生･実務者中心のｺﾐﾕﾆﾃｲ 

学会は今でこそ市民対象は当たり前となっているが、

2000 年以前には市民への配慮は謳っていたいたものの、

学会に結集する学生や実務者には今ひとつ光があたって

いなかった。市民への対応はもちろんのこと、学生や実

務者にも配慮が近々の課題としてして学術の世界におい

ても自律思考があるべきとして、討議の集いが2002年か 

  写４ 学生のシンポジオン 

ら、ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝが2004年から毎年実施されるようになった。

こうした場も、学生や実務者が主体のｺﾐﾕﾆﾃｲそのもので

あり、多くの方の支持を得て今なお継続されている。 

(1).学生によるｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ(写 4)； 学会では、集まる学生

への対処としては研究･教育面においての配慮はあるも

のの、学生の人格形成や基礎素養の育成は不十分として、

北陸支部では 2004 年から、全国大会では 2007 年から学

生主導で知的交流の場をつくり運営がされてきている。

学生主導が毎年実現させるのは困難となっているが、そ

れでも学生主体は踏襲されている。なお、本企画におい

て学生は、志教育としての知的交流の楽しさを満喫され、

貴重な体験をしておられる。 

(2).実務者討議の集い； 新社会人･若手社会人として実務

者に光をもっと当てるべきとして実施されているが、最

近はｺﾛﾅ禍もあって休止中である。学会では自由闊達に実

務者中心にして学会人との知的交流は大変珍しく、これ

までは結構盛り上がった。なお、会は学会内にて実務者

地位向上の運動よりも、自由闊達な実務者の存在を地味

にｱﾋﾟｰﾙし続けていた。 

７.2 専門研究者主導の自由闊達ｺﾐﾕﾆﾃｲ 

専門研究者は活躍の場を関係の学会に求め、学会を介

して種 ｺ々ﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが図られているが、好奇心旺盛な各位

は学会の枠から飛び出して自由奔放･自由闊達な場を自

ら作り活動活躍している。著者の知る勢いある二つのｺﾐﾕ

ﾆﾃｲを紹介する。 

(1).｢災害と社会｣研究談話会； 前身は建築学会2017年設

置の特別研究委員会であり、ここに多才かつ異色な方々

の結集により、多岐多様･自由奔放の精神がいかんなく発

揮されていた。その後 2019 年設置の特別研究委員会(第

二次)をへて 2021 年度から任意の研究会に模様を変え

ても何の拘束もなくやりたい放題の展開となり、時には

発散傾向さえもﾄﾞﾝ欲に取り込んで異色な存在として今

日に至っている。 

(2).｢人新世人類統合研究会｣(略称は星野研究会)； これ

は、2023 年設立され、地球環境危機による人類絶滅をど

う回避･解決するという大問題について早急に研究かつ

実践で対応するとしている。そこには、研究と実践を両

輪とする多才･多様な方々が結集されており、単に研究ﾚ

ﾍﾞﾙに収まることなく、環境危機に向き合っている。現在

は気候変動が臨界点を越えてジンジリと押し寄せる気候

大災害をどう防ぐか、研究と実践を行っている。異色な

人材集団だからこそ問題に対処できると皆さん、意気

揚々である。 

８．おわりに 

もともと市民の対外的な自由を求めてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの場

とﾁｬﾝｽをつくることから場づくりを始めて20年程、今で

はこれが市民層の社会的基礎体力づくりの重要な一つと

位置付けて場を運営してきている。そこでは、世の中で

は分断化、同質化、思考･行動の矮小ぎみ、等のためか思
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考停止ぎみが大いに気になるところではあるだけに、自

由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝへの期待が大きく、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃ

ｲはﾌﾞｰﾑが過ぎたとはいえ、少しずつ着実に力をつけてい

るこが実感される。 

実際の具体的な運動として著者は、市民向けには、暮

らしの一環としての知的交流(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲ)の場

づくり･場運営を市民主導として展開し、特に街の知的ｺﾐ

ﾕﾆｹｰｼｮﾝ｢朝活｣と｢ｶﾌｪ｣に力点を置いている。そこでは、

人間の生き方から時事問題までの広範囲なﾃｰﾏにて市民

社会の素養向上を図っている。それともう一つ。専門的

ﾃｰﾏの研究会でも、自由闊達を保持している市民のｺﾐﾕﾆﾃｲ

を支援し、ｶﾌｪ文化が市民の知性のｵｱｼｽとなっている。以

下に議論をまとめる； 

(1).ｺﾐﾕﾆﾃｲの場とﾁｬﾝｽが日常化し広がること及びｺﾐﾕﾆﾃｲ

における対等感と各自の作り上げ感により、市民は(どの

年齢層も)ｺﾐﾕﾆﾃｲに期待を持ちかつｺﾐﾕﾆﾃｲの良さを実感

している。 

(2).問題の根源からの市民思考は語り合い(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ)

を基礎にしている。これがｺﾐﾕﾆﾃｲをつくり、どんなｺﾐﾕﾆﾃ

ｲであっても社会的基礎体力づくりそのものとなる。 

(3).市民の自由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲが、各種のｺﾐﾕﾆ

ﾃｲと積層して大きなｺﾐﾕﾆﾃｲをつくっている。街中のｺﾐﾕﾆﾃ

ｲが地域やさらに上位に位置するｺﾐﾕﾆﾃｲに向け積み上が

っていく。 

△ ｺﾐﾕﾆﾃｲ論については今後、ｺﾐﾕﾆﾃｲの一層の充実化に

向けて論考することにしている。 

 

Ａ．参考文献 1)富樫豊：実務者中心の研究者･教育者と

の本音のﾃﾞｲｽｶｯｼｮﾝ､"2002.8.3 実務者討議の集い"まとめ

集､｢21 世紀の教育に向けて生涯教育小委員会からのﾒｯｾｰ

ｼﾞ」、日本建築学会生涯教育小委員会､2003.3､pp.112-119 

2)富樫豊､粟原知子；学生による語り合いのｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝにつ

いて､日本建築学会北陸支部研究報告集､63号､2020.7 

 

 

【３】 街づくり 

 

１．はじめに 

 著者は今日的な閉塞感のある社会の健全化に向けてど

うすべきか長く検討している。なぜこの種の問題に対処

するかといえば、地球環境危機の問題がここ数年特に緊

急性を増してきたからである。解決としては、市民の日

頃の暮らしの健全化を目指して小規模で身近な次元から

の街づくり･村づくりに期待すべきと考えた。もとより街

づくりは、街の活性化の一環として観光や伝統保存等に

加え、生活環境向上や環境保護についても取り組まれ、

成果を上げている。これらの街づくりは身の回りの事の

みならず、究極的には社会を支える地域活動として位置

付けられてもいる。 

 本稿の目的は、大上段に社会そのものを議論するので

はなく、身の回りの活動が如何に社会づくりとつながり

を持っているかを明らかにすることにある。すなわち、

社会的基礎体力を街づくりから作り上げる過程を論究す

る。具体的には、理念を述べ、次いで事例検討として基

礎体力的な視点から富山におけるいくつかの街づくりを

概観･分析し、今携わっている中山間地域の小さな村づく

と街道筋宿場町の街づくりについて実践を報告する。な

お、本稿では、街づくりを地域おこしや村づくりをも含

めており、また基礎体力を基土壌礎とｲｺｰﾙとした。 

 

２．社会的基礎土壌づくり 

2.1 問題の所在 

社会の根幹に関わる大問題として、人口減少、少子高

齢化、格差(貧富､貧困､他)、環境危機(開発､再開発､温暖

化､他)、等がある。これに対処するために、世界は SDGs

運動を推し進めているが、2030 年ｺﾞｰﾙ到達はかなり難し

いともいわれている。それだけに、後継の運動として環

境( Enviorment)保全を中心に据えた SEGs がささやかれ

るようになってきた。それとともに、足元からの活動に

期待が高まっており、地域づくりや街づくりを全国各地

に展開しようという動きも見え始めている。本稿でも、

上記の考えをもって問題に対処することにした。 

 

2.2 基礎土壌づくり 

 基礎土壌を育む要素にはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝと体験を積む街づ

くりとがあり、これらの育み場所がｺﾐﾕﾆﾃｲであり、ｺﾐﾕﾆｹ

ｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲや街なるｺﾐﾕﾆﾃｲがある。本稿ではｺﾐﾕﾆﾃｲを

そのように位置付した街づくりを取り上げるが、ここで

いう街づくりには暮らしそのもののｺﾐﾕﾆﾃｲが基礎土壌と

なっているとする。なぜなら、そもそも社会は個々の生

活の関連させた集合体といえるし、社会は個々の世界の

積み上げと捉えているので、身の回り次元での街づくり

がその任を担うといえる。また、どのような種類の街づ

くりでも始まりは基礎土壌づくりであり、身近に小規模

から始まる地域の声が結集すると考える。 

 

３．街づくり一般 

 街づくりは、地域の身近な事柄から成る主体活動であ

り、基礎体力に関するものと考え、これまでの街づくり

を展望して、街づくりと基礎体力との接点を見ていく。 

3,1 地域活性化 

 街づくりは一般には街の活性化として進められている。

この観点で扱われている事象について記す。 

(1)地域活性にむけて 

・必要性；人口減、生産減、賑わい減、の対策 

・目標；人口増や関係人口増、地域の富蓄積 

・方策；賑わい創出、人口増加･人間集積、生活･生業確

保 

(2)具体的な取り組み 
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・地域におけるｼｽﾃﾑの充実化

・地域における産業振興

・移住促進；人を引き付けて街域の人口増

(3)取り組みの陣容形態

・連携には；産官学民連携、学民連携、官民連携

・単独では；学先行、産先行、民先行

3.2 街づくりを構成する要素 

 上記の視点でもって、そもそもの街づくりにおける種

類、主体、手動、支援、活動について記す。 

・種類；賑わい、人口増、住みやすさ追求、生業増進

・主体；住民、地域(地域民)

・主導；市民主導、市民と専門家(支援､準主導)の協働

・支援；大学、研究室、ｺﾝｻﾙ、企業、行政

・活動；特産開品発･販売、農業、植林、他

４．街づくりと市民の意見 

(1)街づくりと住民； 主導者側の街づくりの意向に沿っ

た推進については、多くの住民の賛同を得ないばかりか、

突出した様相になることがままあり、すべて順調のよう

に見える取り組みにも種々意見がある。以下に記す。 

・街づくりというと直ぐに賑わいをとして観光に走りが

ちだが、住民の住まう充実の観点があれば、たとえ観光

化を目指しても奥の深いものになるはず。

・街づくりで人集めの策を練った後に出てくるのは、金

の落ちるｼｽﾃﾑを考えること。直ぐにﾏﾈｰ中心。それでいい

のか。

・住民の充実生活に目を向けた取り組みが少ない。本来

の街づくりは住環境の充実であり、そこに生業が入ると

考える。

(2)地域おこし(地域づくり)と住民； ・地域づくりは街

よりも枠が大きいので、どうしても産業の取り込みが主

になることにより、人が集まればいい、ﾏﾈｰが集まればい

い、といったことになりがちである。ここは、街づくり

として住民の身近な活力が主体になるような方法を考え

るべき。本稿では地域づくりも街づくりに含める理由は

そこにあり。

・街づくりを健全に進めればその勢いで地域づくりにも

反映させることができるはず。それゆえ地域では地域事

情が街づくりを変えることなく、地域と街との併存が目

指せる。

・地域おこしの際には、住民の存在が霞みがちである。

特に地域おこしではすぐに企業誘致･工場誘致､観光推進､

だから。

(3)過疎地域の村づくり； 街づくりでは、そもそも広が

りのある街が対象。しかし、村では経済的基盤が脆弱ゆ

えに、街づくりのような訳にはいかず、却って村ごと移

転になるか、村全体での観光化や産業化を目指すことに

なり、時として危険施設受け入れといった危うさが生ず

ることもある。

５．街づくりの遂行に際し 

 街づくりの遂行には、中心になる方々の発起で市民が

集まり、そこに学術や企業や行政が加わるといった構図

になる。学術、行政、企業の関わり方として、支援、応

援、肩代わり、主客転倒などがある、これについて述べ

る。なお、支援先や支援内容については以下のとおりで

ある。 

・支援先；地域、文化財、ｺﾐﾕﾆﾃｲ

支援先の人 地域民、行政、

・支援の内容； ﾌﾟﾗﾝ策定、人集め、資金集め、遂行ﾌﾟﾗ

ﾝ 

(1)主体者、発起人の方 ；々地域に住むﾌﾘｰな立場の建築の

方々(個人設計者や研究者)や開明的な有職の方々(教師

や農業者等)、街づくりに関心ある移住者方々が割合多い。

これらの方々は移住者含め地元在民であるので、地域へ

の思い入れも深く大きい。 

(2)学術からの支援；・1960年代の公害闘争や開発反対闘

争以降、1970 年代の積極的対処として良い街づくりが始

まった。その後、大学は地域貢献として地域に積極的に

関与し始めると、学民、官学民、産官学民として連携が

とられるようになり、学生や市民の若い力が中心となっ

ていかんなく地域を支えるようになってきた。もちろん

学がﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝとなっている。 

・学術の役割について；教育的役割として、次の時代を

担う学生の地域から学びや地域にて学びの実践が当たり

前となり、街づくりの体系や社会での位置づけや研究成

果の実装が現実化してきた。地域にとっては、学術から

の支援はありがたい限りである。しなかながら、地域に

おいてある程度形ができると、研究者の撤退が始まるこ

とも結構あるという。

(3)職業人の関わり； 学術従事者も職業人と捉えられる

が、ここでいう職業人は、街づくりを専門にする企業人

の事であり、ｺﾝｻﾙ系各位を指している。もちろん建築系

の方々も結構入っている。彼らは、街づくりを発議する

ことなく発議者を助ける役目であり、研究者とその意味

では変わりはないが、違いは報酬の有無である。だから

といって報酬の大小で仕事の重い軽いの規定が先行する

ことはあまりない。しかし、企業の仕事では街づくり仕

事の終了とともに企業が撤退していくので、｢後のﾒﾝﾃと

してかかわりを｣との地元の声も多い。

(4)行政の役割； ・行政は、学術の支援を不要として街

づくりを実施することもままあるが、その一方では学術

の英知と共に街づくりを実施で頑張ったり支援にまわっ

たりしている。後者の場合には、もちろん官と学との連

携があり、知恵や知識だけではなく、時として学術との

連結協定を結び、常時支援を可能にするｹｰｽが増えている。 

そうした動きは最近始まったのであり、以前には学術

からの人材派遣(派遣というより学生が飛び入り)がまま

あった。例えば、長野小布施町では慶応大学から派遣の
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若手が町長の右腕として働いた(支援した)。その後その

方は小布施町長に就任し辣腕をふるっている。 

・行政には気になることがある。行政主導で街づくりを

進めるといっても、ﾉｳﾊｳを外部に頼り、時として進行ま

でも便利屋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄやｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻ会社に丸投げのこと

が多い。このためもあって、街づくりには真摯に市民の

声を聞くことが少なく、あるのは関係する市民の声のみ

を聞くに過ぎないこともあるという。・官民連携について

は、都合のいい一部の民を対象とし、本来頑張っている

民には冷たい対応もままある。

(5)企業のかかわり； ここでいう企業は街づくり会社で

はなく一般の企業であり、街づくりを応援している企業

である。

・小松製作所は、小松市での地域おこしに社員の地域貢

献として、勉強や遊びや祭りなどに積極的にかかわって

いる。

・高知の神山村では、特徴ある街づくりを地元有志が中

心に戦略を練り、町全体に光ﾌｧｲﾊﾞｰをめぐらし開明的企

業の定着に向け整備していた。2010年、IT企業が本社を

東京から神山に移転し、移住の社員は業務を遂行すると

ともに、地域貢献として祭りや環境保護等に精を出して

いる。地域と産業との連携が功を奏している。

・以上の2例はかなり特殊と言え、今後に向けてのﾊﾟｲﾛｯ

ﾄｹｰｽとなっている。なお上記以外にも特徴的ｹｰｽはままあ

る。

６．富山における街づくりと環境保全 

 ここでは対象を日本全国ではなく富山に限定し、しか

も大規模な観光や街づくりは割愛して小規模系に的を絞

ることにする。また街づくりには、これを支える環境づ

くりや環境保全を含めることとした。 

6.1 富山の地勢 

 富山は割合ｺﾝﾊﾟｸﾄな広がりの県域であり、程よい広さ

の平野があり、この平野を挟んで海と山が接近している。

山から平野と海が見え、海や平野から山が見えることか

ら、富山まるごと感が自然と育まれている。さらにいえ

ば、田舎は自分の家、富山は我らの街、富山は我らの庭

といった感覚で、自然環境･地域環境が捉えられている。

それが富山に根ずく何か気質のようにも感じられ、この

ためか、富山における文化財が散在していても、富山が

まるごと文化の園という自然な感覚に包まれているかの

ように思う次第である。 

では富山が特別かというとそうではなく、どの地域で

もそれぞれの個性が基礎となって土地柄の感覚を源にし

た沸き上がるﾊﾟﾜｰが地域を魅力的にするものである。 

6.2 地域づくり 

 地域づくりは大規模系街づくりとしておく。県域全体

を地域として捉え、大規模な観光地を核に種々の観光地

をもﾈｯﾄﾜｰｸで結ぶ富山まるごと計画というべき構想が展

開され、そこにおいては、県域全体の成長戦略の下、立

山のブランド化を始め、経済と市民生活の一体化がもく

ろまれているかのようにみえる。この種の問題の論議は

もちろんのこと、立山や黒部峡谷などの大規模観光はこ

こでは割愛する。 

6.3 街づくり 

 観光には、住民や風景･伝統など多様な要素が複合して

いる。どこでもそうだが、一つの要因だけではﾊﾟﾜｰが漲

らず、集客が困難となるという。このため、観光はいく

つかの要因を複合させて事に当たることになる。以下に、

街づくりとして観光、伝統保全、住まい充実、等を項目

ごとに主な地域をも記すことにする。 

a.観光、自然や伝統を目玉に 

自然鑑賞；集落と自然；五箇山、大岩、他 

伝統集落；五箇山(菅沼､相倉)、八尾、砺波散居 

街；井波、山町筋、金屋町、吉久、滑川、岩瀬 

伝統芸能；八尾おわら、福野麦節、他 

  伝統祭り；新湊、魚津かんとん、他 

b.保全と活用；上記の集落や街において、活用中心に活動 

c.住まう環境づくり；住み続けて守る住まいと風情 

文化材指定の個人宅も改修ままならずとしても 

6.4 村づくり 

 街づくりの取り組みは数多いが、村づくりになるとめ

っぽう数少ない。昭和の大合併以前に村としていた地域

は平地であれ中山間域であれ、村と呼ばれている。また

町を村と呼んで愛着を喚起することもある(他県例、石川

津幡でのｺﾝﾊﾟｸﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ構想はﾀｳﾝなのにあえてﾋﾞﾚｯｼﾞと

する) しかし、富山では合併前が村であっても村とは呼

ばず、中山間域に限定した村を対象(津幡のｹｰｽは別にし

て)とすることにしておくと、対象の村では領域が狭く、

その意味では小さな村という呼称が適切である。ただし、

村においては、街づくりのような賑わいがないにしても

一軒家とその周辺自然環境とのｾｯﾄを小さな村とか一軒

村することもありとした。 

小さな村の構成を列挙する。 

・ｲﾒｰｼﾞ；家が散在しかつ人もまばらの村を対象

・種類；生業確保･推進、環境保全、環境に親しむ

・主体；村民、にわか村民(訪問者の本宅と村とが繋がる)

・主導；村民、にわか村民(訪れた方々の総称)

・支援；研究室、市民(周辺市町村)、

・活動；農作物(米･野菜)づくり、下草刈り、

水源･用水確保､森林･植物･動物等自然鑑賞、 

静寂さ体得、他 

6.5 環境保全 

 街づくりという形態をとらなくても、街の発展の下支

えとして、森、田畑、等を守るとか、安心安全の提供と

かの取り組みがある。例を挙げれば； 
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・焼き芋屋さんが山を守り、平地で芋を栽培し、間伐材

を燃料にして芋を焼き、焼き芋ﾌｧﾝを喜ばせている。

・自然栽培農家は山や谷を守り、安心安全な米や野菜作

りに精を出し、植生や風景を守っている。なお、自然栽

培派の方々は、上市、立山、氷見、南砺、等で頑張って

いる。

・山において生計を立てている方々は今でもおられるが、

安い外材に押されっぱなしの県内産材では報われないと

いう。とはいえ、頑張ってほしいものである。とにかく、

林業による山の保全は、山崩れや下流域での洪水の防止

には欠かせないことはいうまでもない。

6.6 街づくりにおける人間模様 

各街づくりを対象に街づくりにおける人間模様につい

て述べる。 

6.6.1 街づくり人間模様 

多くの伝統的な街における特徴的な活動は、携わる人

間や各人のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを形成する環境の産物であり、当

該地の個性そのものといえる。これが我らの求める身近

な小規模の社会づくりそのものなのである。ここにそれ

らをまとめて街づくりの英知として特徴的なものを列挙

する。なお、本稿では各街づくりの詳細を記さなかった

ので、初めて目にする方々には可能な限りｲﾒｰｼﾞｲﾝｸﾞをお

願いしたい。 

(1)井波(写1)；｢木彫りの街｣として有名な井波の街。伝統

建築と生業とが一体となった街においてその保全には、

県内初となる｢区域内の歴史と伝統を守り、うるおいのあ

る美しい町とする協定｣を町内毎に制定した(2005 年)｡以

下､細目を記す。 

・協定者は；建築物の敷地内の緑化及び既存の樹木等の

維持管理に努力、協定の区域内の美化(清掃活動･花植え

活動)努力、建築物の新築･増築･改築には位置･形態･色彩

に配慮

・建築物は街並みと調和のとれたまとまりのあるﾃﾞｻﾞｲﾝ、

建築物の屋根には有勾配･黒や灰色の日本瓦、外壁の色彩

は黒や茶系統又は白色、木製のドアや引き戸の活用、看

板は木製、木彫りの表札

・街路灯･案内板･看板等の整備に協力、歩行者や住民の

交流及び利便性が良好に保たれるよう努力

  写１ 井波の街並み 

(2)吉久；地味な街ゆえか、日常を地味に営んでいる住民

の皆さんで街を守る気風がある。街中にｷﾞｬﾗﾘ付きの喫茶

店を中心にｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝに華が咲いている。最近、元大学教

員がここに居住され、皆さんと挨拶を交わしている。た

かが挨拶一つとしても、住民の喜びはｺﾐﾕｳﾆﾃｲでは当然で

ある。 

写２ 吉久の街並み 

(3)八尾(写3)；もともとは生業の町、そこに土着の祭りと

して八尾おわら踊りがある。伝統の舞踊を若い世代に伝

えるために地域一丸となっており、通常の日常生活まで

ｺﾐﾕﾆﾃｲが機能している。そこにおっちゃんが八尾っ子の

親父として存在。 

写

3

写３  八尾、おわら踊り 

(4)上市護摩堂(写4)；大岩から7㎞程北の中山間域には、

弘法大師がこの地で神水を沸き上がらせたという伝承の

地。今では食事処（八十八）として一軒のみが残ってい

る。定住者はそこのご夫妻のみ。一軒家食事処は県内に

は幾つもある。 

  写真４ 上市護摩堂の一軒屋、by八十八HP 
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(5)大岩(写5)；人と自然が一体となる一軒村あり。7章 

 20 年弱前に空き家となった当該家は、ﾊｲｷﾝｸﾞ中継場所

やｱﾆﾒの舞台として知られ、全国各地から多くの方が静寂

差を求めて来訪。 

写5 大岩の一軒村 

(6)滑川(写6)；街の風情をつくる各種伝統建築。こられが

拠点として市民の拠り所となり、伝統美のｵｰﾗｰが周辺に

拡散している。7章 

写6 滑川宿、旧本陣 

6.6.2 お祭り 

 富山では著名な祭りは以下のとおりである。 

津沢夜高あんどん祭り、新湊曳山祭、高岡御車山祭、 

越中八尾曳山祭、岩瀬曳山車祭、滑川のネブタ流し、 

魚津のたてもん祭り 

 祭りは地域おこしや街づくりの大事な歴史的文化であ

り、地域の結束や世代間交流により、伝統を守る取り組

みが続いている。本稿では街づくりのうち、居住を中心

に論じているので、祭りは割愛とする。 

７．実際の取り組み事例 

7.1 北陸街道滑川宿街並み 

 ｢声がこだまする往来｣と題した街づくりとして北陸街

道越中路の宿場町｢滑川宿｣において、10 数年前から伝統

文化の保全を目指した現代の文化ｵｱｼｽがつくられている。

滑川宿が現滑川市の中心に位置し、｢日常生活の一部ここ

にあり｣の雰囲気がつくられている。そこには、街の伝統

的お祭りや現代的なｲﾍﾞﾝﾄもあり、街の｢古今｣混在が功を

奏している。 

 特徴的なのは、旧本陣の町家が地域の中核となり、住

民の街の拠り所となっていること。何かにつけ住民はこ

こに集まり、活動するのである。例えば、地域との関係

で行事といえば、雛祭りがある。旧本陣建物において、

各家庭で使われなくなって寄贈され保管されているお雛

様を雛祭りに一堂に展示して大公開するのである。旧本

陣上屋が極めて大きいものだから、二十数組のお雛様も

鎮座して生ずる存在感がｵｰﾗｰとなっている。そうした取

り組みは、展示方法の創意工夫もさることながら住民の

拠り所の賜物として成立している。 

 この街の担い手は地域の街衆各位であり、学術には地

元の研究者も加わり、運動が続いている。特別に行政や

企業からの支援を受けていないこともあって、市民のた

めの街づくりが貫かれていて、滑川宿は滑川のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ

形成に大いに貢献している。 

7.2 富山中山間地域大岩の小さな村(一軒村) 

富山大岩地域の古民家とその周辺域において、10 数年

前から特別に意識することなく、親子の居場所づくりか

ら中山間の村づくりへと活動を広げている。これが一軒

家と周辺からなる一軒村であり、その周辺にはいくつか

の小規模な村がある。一軒村は村を支える長期滞在のﾎﾞﾗ

ﾝﾃｲｱ、時折応援の周辺各位、全国各地からの一時滞在の

訪問者から成っている。とりわけ、訪問者の環境へ思い

入れと環境からの思い受けが人と自然を一体にさせ、訪

問者のただそこに居るという関わり方が一軒村を賑やか

にしている。また一軒村はｺﾐﾕﾆﾃｲの原点を彷彿とさせて

いる。一軒村の様相を記す； 

・土地･大地･空間の居を介した複合(複相というべきか)

・富山どこの場も思い入れの場。訪問者の自宅にも影響

及ぶ

・自然環境や人間環境が一体となって実感

・全国の訪問者と村の間には思い入れが実感として繋が

る

・著者らが手掛けている富山の中山間での小さな村では、

地域まるごとが自然との一体化に調和しており、訪問の

親子を含め皆さんが自然環境･人間環境を楽しむことを

可能にしている。また、そうした体験の積み重ねが親子

のみならず皆さんの人間性を育んでいる様を見ることが

できる。

・生活の営みの根幹を実感(ｾﾝｽとそこからの精神性)；あ

りのままの思考と行動、自然感性の宿り、場と人の世界

にて一体かつ相互に作用、人間同士や親子の織り成す場、

遊びのｺﾐﾕﾆﾃｲ、何もない森ではなく何でも見つけれる森

(自然も)

８．おわりに 

 本稿の今ひとつの視点から｢おわりに｣を構成；市民活

動においては、種々の施策には市民の声が反映されにく

く、これまでのようなﾊﾟﾌﾞｺﾒや説明会(時には行政主導の

市民会議)では不十分さが否めないので、施策の前段階に

市民側の力を発揮させるために、市民側の社会的基礎体

力の醸成を不可欠と考え、この基礎体力形成に向けて論

を進めることにした。これには、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲと街

づくりが両輪となるとして、本稿では街づくりに着目し、

118



かかる目標に向けての街づくりの果たす役割を検討する

ことにして、街づくり一般論から始まり、富山での実践

をもとに街づくりを考察した次第である。 

論議の結果を以下に記す。 

(1)ｺﾐﾕﾆﾃｲ面からの各街づくり､主な(著者判断の)特徴； 

・地域一体で家族的ｺﾐﾕﾆﾃｲ；八尾｡おっちゃんが八尾っ子

の親父 

・中山間域でゆっくりとにわか居住；大岩山間地

・街の風情を街づくり協定により守る；井波、

町内会単位で協定。 

そぐわなければ新築･改築の禁止 

・市民の拠り所として風情ある建造物；滑川、

旧本陣建築が風情を醸し出す。 

・地味に町衆で守る気風。歩いて親しむ街；吉久

・地域全体を守る憲章制定；(県外だが)竹富島

人間環境と自然･社会環境の保全。開発禁止 

・街の訪問時を思いおこし訪問者各自宅･周辺で配慮可;

井波 

・訪問者と環境とが一体で思い入れが自然と磨く；

一軒村 

(2)街づくり； 住民や訪問者に対し､都会論理からの規制

は何もなく、その意味では街においては都会も田舎も対

等であり、自律があり、｢個からの始まり｣や｢足元から｣

といった所からの社会があるといえる。これが社会的体

力形成のなす場であり、街であるといえる。こうした要

素が日頃の街づくりには、しっかりと組み込まれており、

かくして勢いがより増してくる。また、街は単独でも凛

と構え、かつそうした街を大気があたかも包んでいるか

のようでもある。こうして、足元の世界が積み上がって、

地域やその上位のものへと繋がっていき、これまでの大

規模かつ複合肥大的な世界に向け、足元からのぬくもり

が向上していくと考えることができる。 

(3)まとめのまとめとして街づくりとは；個々からの思考･

行動･感性が(生業含め)暮らしを充実させ、それこそ今は

やりのｳｴﾙﾋﾞｲﾝｸﾞを形成していく。こうした活力が身の回

りで街をつくり、地域やその上位へと積み重ねていく。

その原動力が街づくりであると考える。また、街づくり

には、老若男女が基本。新しさと古さの(歴史を含め)共

存･調和。そのための調和保全と調和づくりとがより大き

な世界へのｾﾝｽと思考･行動の源、と考える。 

△ 街づくり論については、既往の論理もあるが、社会

的土壌づくりの観点で検討し直したものであり、より詳

細な検討は今後としたい。今後はｺﾐﾕﾆﾃｲの一層の充実化

をふくめ、より具体的な議論を進める。

以上をもって、市民感性からの社会づくり構想の試案

とする。 

末筆ながら、本稿作成にあたり関係各位のご協力を得

ました。ここに、記して謝意を表します。 
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